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番号 正解
自己
採点

問１ 2
民法・
その他

総則 問26 1 建築･設備 昇降機

問２ 4
民法・
その他

その他 問27 4 建築･設備 長期修繕計画

問３ 2
民法・
その他

共有 問28 3 建築･設備 劣化･調査･診断

問４ 1
民法・
その他

その他 問29 3
区分

所有法等
敷地･敷地利用権

問５ 1
民法・
その他

売買 問30 4
区分

所有法等
管理組合法人

問６ 4
民法・
その他

相続 問31 1
区分

所有法等
管理者

問７ 4 管理実務
標準管理

委託契約書 問32 2
区分

所有法等
規約

問８ 3 管理実務
標準管理

委託契約書 問33 1
標準管理

規約
総会

問９ 3 管理実務
標準管理

委託契約書 問34 2
標準管理

規約
用法･管理

問10 1 管理実務 滞納対策 問35 1
標準管理

規約
費用の負担

問11 2 管理実務 滞納対策 問36 3
標準管理

規約
用法･管理

問12 3
標準管理

規約
会計 問37 2

標準管理
規約

役員

問13 2
標準管理

規約
費用の負担 問38 1

標準管理
規約

複合用途型

問14 1 会計 仕訳 問39 4
標準管理

規約
総合

問15 2 会計 仕訳 問40 4
区分

所有法等
マンション

建替え円滑化法

問16 4 会計 税務 問41 3 建築･設備 アフターサービス

問17 1
設備系
法令

建築基準法 問42 1 管理実務 個人情報保護法

問18 4
設備系
法令

その他 問43 2 管理実務 不動産登記法

問19 3 建築･設備 昇降機 問44 3
民法・
その他

賃貸借

問20 4
民法・
その他

品確法 問45 3
民法・
その他

宅建業法

問21 2 建築･設備 耐震 問46 3 適正化法 適正化指針

問22 1
設備系
法令

建築基準法 問47 1 適正化法
マンション
管理業者

問23 2 建築･設備 給水 問48 2 適正化法
マンション
管理業者

問24 3 建築･設備 排水･通気･浄化槽 問49 4 適正化法 管理業務主任者

問25 4
設備系
法令

消防法 問50 2 適正化法 その他
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民民法法･･そそのの他他法法令令//総総則則 
 

【問 １】 Ａが所有するマンション（マンション管理適正化法第 2 条第 1 号に規定する

ものをいう。以下同じ。）の一住戸甲（以下、本問において「甲」という。）をＢに売

却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、

正しいものはどれか。 

 

１ ＡＢ間の契約締結時に、Ａが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ

ったときには、Ａについて後見開始の審判がなされていなかったとしても、Ａは、行為

能力の制限を理由として、本件売買契約を取り消すことができる。 

 

２ Ａは成年被後見人であり、成年後見人ＣがＡに代わって、Ａの居住の用に供する甲を

売却する場合には、家庭裁判所の許可を受けなければならない。 

 

３ Ａが被保佐人であり、保佐人Ｄの同意を得ることなく甲を売却した場合、当該売買契

約を取り消すことができる者は、Ａに限られる。 

 

４ Ａが被保佐人であり、保佐人Ｄの請求により、家庭裁判所がＡのために甲の売却につ

いてＤに代理権を付与する審判をするには、Ａの同意を要しない。 
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問問  １１  民民法法･･そそのの他他法法令令//総総則則  正正解解  22  

 

１ 誤  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる（民法 9条）。ここで、成年

被後見人とは、後見開始の審判を受けた者をいう（同法 8条）。Ａは、後見開始の

審判を受けておらず、本件売買契約締結時に、成年被後見人であったとはいえな

い。したがって、Ａは、行為能力の制限を理由として本件売買契約を取り消すこ

とはできない。 

参考 19 合格テキスト①p22～23（1 編.4 章.２.②） 

 

２ 正  成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその

敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ず

る処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない（民法 859 条の 3）。

したがって、成年後見人ＣがＡに代わって、Ａの居住の用に供する甲を売却する

場合には、家庭裁判所の許可を受けなければならない。 

 

３ 誤  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はそ

の代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことがで

きる（民法 120 条 1 項）。したがって、被保佐人Ａのほか、保佐人Ｄなども取り消

すことができる。 

参考 19 合格テキスト①p25（1 編.4 章.２.④） 

 

４ 誤  家庭裁判所は、本人、配偶者、4 親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、

保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって、被保佐人のために

特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる

（民法 876 条の 4 第 1 項）。この審判は、本人以外の者の請求によってする場合、

本人の同意がなければならない（同条 2項）。したがって、本肢の場合、Ａの同意

がなければならない。 

参考 19 合格テキスト①p25（1 編.4 章.２.④） 


